
第２５期 第３２回 足立区農業委員会会議議事録 

 

 

１ 日  時    令和８年３月１０日（火）午後４時 

 

２ 場  所    足立区役所 南館４階 南館作業室 

 

３ 出席の委員   １ 鹿濱德雄 ２ 寳谷 実 ３ 内田宏之 ４ 横井善彦  

５ 國井幹雄 ６ 吉田 勉 ７ 芦川 進 ９ 横山恭臣 

10 鈴木博利 11 馬場博文  

 

４ 欠席の委員   な  し 

 

５ 出席の職員   事務長 飯塚尚美 事務主査 宇佐美慶太  

主 事 相田浩希 主 事 木又爽七 

 

６ 議事日程 

日程第１ 議事録署名委員の氏名について 

 

日程第２ 議案第５１号 相続税納税猶予に係る特例農地等における３年毎の農業経営 

継続証明書の発行について 

     議案第５２号 都市農地の賃借の円滑化に関する法律第４条第３項の規定に 

基づく事業計画書の承認について 

     議案第５３号 生産緑地に係る農業の主たる従事者の証明書の発行について 

 

日程第３ 報告事項 （１）農地法第４条第１項第７号の規定による農地の転用届の 

受理通知書発行に関する報告について 

          （２）農地法第５条第１項第６号の規定による農地の転用届の 

受理通知書発行に関する報告について 

          （３）生産緑地の買取りについて 

 

日程第４ 協議事項 （１）令和７年度足立区農業委員会活動の集約について 

          （２）令和８年度最適化活動の目標の設定等について 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

７ 議事 

鹿濱会長 

 
 

只今から、第３２回足立区農業委員会会議を開会いたします。 

はじめに、日程第１、『議事録署名委員の指名について』です。 

私の方から、議席順に指名いたします。 

鈴木委員、馬場委員の両名にお願いいたします。 

鹿濱会長 

 

次に、日程第２、議案第５１号、『相続税納税猶予に係る特例農地等におけ

る３年毎の農業経営継続証明書の発行について』です。 

本件について、事務局から説明願います。 

事 務 局 （議案第５１号の１件について事務局が申請者、特例の適用を受けている土地

の表示、相続開始年月日、現地確認日を説明。） 

鹿濱会長 事務局より説明がありましたとおり、横山委員には、次の議案と合わせてご報

告いただきます。 

次に、日程第２、議案第５２号、『都市農地の賃借の円滑化に関する法律第

４条第３項の規定に基づく事業計画書の承認について』です。 

本件につきまして、事務局から説明をお願いします。 

事 務 局 （事務局が議案書に従い、申請者、所有者、申請地等、借受人の耕作事業内容、

貸付人の業務内容、借受人の作付予定作物、機械の所有状況、周辺地域との関係、

地域との役割分担の状況、使用賃貸契約の解除について、賃貸の手続きの流れ、

農業委員会が決定する際に、審議する項目を説明。） 

鹿濱会長 それでは、横山委員から報告をお願いいたします。 

横山委員 ３月３日に、私と事務局２名で現地確認及び事情聴取をしてまいりました。（農

業従事者、作付状況、出荷先について報告。）写真のとおり農地は適切に管理さ

れており農業経営継続証明書に何ら問題ないと考えております。 

続いて、貸借に係る事業計画の認定ですが、（申請者の営農状況等について報

告。）農薬の使用については、近隣の農地に影響が出ないよう、用法等を遵守す

る旨を聴取しました。 

現地での確認及び事業計画を審議項目に照らし合わせた結果、内容等は適合し

ていると考えますが、皆様のご審議の程、よろしくお願いいたします。 

鹿濱会長 只今の報告について、ご質問はありますか。 

一  同 （ な し ） 

鹿濱会長 それでは只今の報告のとおり、証明書を発行し、併せて事業計画書を承認する

ことといたします。 

一  同 （ 了 承 ） 

鹿濱会長 次に、日程第２、議案第５３号、『生産緑地に係る農業の主たる従事者の証

明書の発行について』です。 

本件について、事務局から説明願います。 

事 務 局 （議案第５３号の１件について、事務局が申出者、申出事由の生じた者、申

出事由が生じた日、対象となる生産緑地、現地確認日を説明。） 

鹿濱会長 それでは、内田委員からご報告をお願いいたします。 

内田委員 ２月２５日に、私と事務局３名で現地確認及び事情聴取をしてまいりまし

た。当日は買取申出者とお話をしました。（主たる従事者の営農状況、後継者

の状況を報告。）主たる従事者の証明書発行はやむを得ないと考えますが、皆

様のご審議の程、よろしくお願いいたします。 

鹿濱会長 只今の報告について、ご質問はありますか。 

一  同 （ な し ） 

鹿濱会長 それでは只今の報告のとおり、証明書を発行することといたします。 

一  同 （ 了 承 ） 



鹿濱会長 

 

 

次に、日程第３、報告事項の１、『農地法第４条第１項第７号の規定による農

地の転用届の受理通知書発行に関する報告について』です。 

本件について、事務局から報告願います。 

事 務 局 （事務局が議案書に従い、事務長専決事項「農地法第４条第１項第７号の規定

による農地の転用届の受理通知書発行」６件について、土地の表示、賃貸借の有

無、届出者、施設の概要、届出月日を報告。） 

鹿濱会長 只今の報告について、ご質問はありますか。 

一  同 （ な し ） 

鹿濱会長 それでは、報告のとおり、ご了承願います。 

一  同 （ 了 承 ） 

鹿濱会長 

 

 

次に、日程第３、報告事項の２、『農地法第５条第１項第６号の規定による農

地の転用届の受理通知書発行に関する報告について』です。 

本件について、事務局から報告願います。 

事 務 局 （事務局が議案書に従い、事務長専決事項「農地法第５条第１項第６号の規定

による農地の転用届の受理通知書発行」７件について、土地の表示、賃貸借の有

無、譲受人、譲渡人、施設の概要、届出月日を報告。） 

鹿濱会長 只今の報告について、ご質問はありますか。 

一  同 （ な し ） 

鹿濱会長 それでは、報告のとおり、ご了承願います。 

一  同 （ 了 承 ） 

鹿濱会長 

 

次に、日程第３、報告事項の３、『生産緑地の買取りについて』です。本件に

ついて、事務局から報告願います。 

事 務 局 （事務局が議案書に従い、「生産緑地の買取り」１件について、買取り申出者、

買取り申出の理由、対象となる生産緑地、買取申出日、行政機関の買取の有無に

ついて報告。） 

鹿濱会長 只今の報告について、ご質問はありますか。 

一  同 （ な し ） 

鹿濱会長 それでは、報告のとおり、ご了承願います。 

一  同 （ 了 承 ） 

鹿濱会長  次に、日程第４、協議事項の１、『令和７年度足立区農業委員会活動の集約に

ついて』です。 

本件について、事務局から説明願います。 

事 務 局 （事務局が別紙により、「令和７年度足立区農業委員会活動の集約について」 

説明。） 

鹿濱会長  只今の説明について、ご意見、ご質問はございますか。。 

一  同 （ な し ） 

鹿濱会長  それでは、只今の説明のとおり、東京都農業会議へ提出することといたしま

す。 

一  同 （ 了 承 ） 

鹿濱会長 次に、日程第４、協議事項の２、『令和８年度最適化活動の目標の設定等につい

て』です。 

 本件について、事務局から説明願います。 

事 務 局  （事務局が別紙により、「令和８年度最適化活動の目標の設定等について」説

明。） 

鹿濱会長  只今の説明について、何かご質問はありますか。 

一  同 （ な し ） 

鹿濱会長  それでは、ただいまの説明のとおり、東京都農業会議及び東京都へ報告すると

ともに、ホームページにおいて公表することといたします。。 



一  同 （ 了 承 ） 

鹿濱会長 他に、何かありますか。 

事 務 局 （事務局から①活動報告と今後の予定②足立区農業委員会委員候補者の募集

状況の中間公表について③足立区農業委員会委員の報酬額の改定について④第

５３回足立区花春品評展示会の開催結果について⑤「千住ネギ」の収穫授業に

ついて⑥農業委員会活動記録カードの配布と活動推進要領について⑦農業委員

会だより第５７号の配布について⑧めいどＩＮあだち直売所ＭＡＰの配布につ

いて報告） 

事務局からは以上です。 

鹿濱会長 只今の報告について、何か質問はありますか。 

 （ 質問・意見が無いことを確認 ） 

鹿濱会長 

 
 

以上をもちまして、本日の議事日程は、すべて終了いたしました。 

これをもちまして、第３２回足立区農業委員会会議を閉会いたします。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




